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平成２４年度定期監査（前期：一般会計・特別会計）

１ 監査の概要
（１）監査の種別

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第４項の規定により実施した平成 24年
度定期監査（前期）

（２）監査の対象
平成 23年度における財務に関する事務の執行

（３）監査の実施
162機関について，平成 24年４月から同年８月まで実施した。

本 庁 出 先 機 関
（課室，本部，事務 （地域振興局・支庁，

区 分 計
局等） 試験研究機関，県立学

校，警察署等）
知事部局 69 51 120
教育委員会 9 18 27
公安委員会 1 4 5
各種委員会等 8 2 10
合 計 87 75 162

（４）監査の主眼及び重点監査事項等
監査に当たっては，財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼

として，収入事務では収入未済を重点監査事項，支出事務では需用費及び委託料を重点監
査科目として定め，厳正な監査を実施するとともに，併せて支出事務については，需用費
並びに使用料及び賃借料について，債権者（支払いの相手方）に対する外部確認調査を行
い，支出に係る会計処理の適正な執行を図るため監査の充実に努めた。

２ 監査の結果と措置
（１）結果の概要

監査を実施した 162 機関の財務に関する事務の執行について，124 機関においては，指
摘事項及び文書注意事項に該当するものはなく，おおむね適正に行われていると認められ
たが，その他の 38機関においては，次のとおり是正又は改善を要する６件の指摘事項や 41
件の文書注意事項があった。
今後とも事務事業の執行に当たっては，関係法令等を遵守するとともに，適正かつ効率

的に行う必要がある。

指 摘 事 項 （法令，規則等に違反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認め
られるもの）
６件（知事部局 ５件，教育委員会 １件）

文書注意事項 （指摘事項に至らない事項で，さらに的確な事務の執行等を促す必要があ
ると認められるもの）

41件（知事部局 36件，教育委員会 １件，公安委員会 ４件）

（２）監査結果の報告と講じた措置の通知
区 分 監 査 結 果 措 置 の 通 知
知事部局 報告：平成 24年 10月５日 報告：平成 25年３月 27日 公表：平成 25年４月９日
教育委員会 公表：平成 24年 10月９日 報告：平成 24年 10月 22日 公表：平成 24年 11月６日
公安委員会 報告：平成 24年 11月 20日 公表：平成 24年 12月７日

（３）監査の結果と講じた措置の概要
①指摘事項 ②知事部局(指摘事項（再掲）・文書注意事項)

③教育委員会(指摘事項（再掲）・文書注意事項) ④公安委員会(文書注意事項)
※①～④をクリックすると，該当箇所がご覧いただけます。
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指摘事項(全体）

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

本庁
保健福祉部子ど 母子寡婦福祉資 １ 文書による関係機関への未収債権対策の周
も福祉課 金貸付金の収入未 知徹底

済額は県全体で２ 「平成24年度定期監査（前期）の結果に関
億8,333万余円と する報告における改善等の措置について」
なり，前年度より （平成24年12月３日付け子ども福祉課長通知）
3.65％減少（収入 ２ 未収債権の解消
歩合は0.03ポイン 「未収債権回収ローラー作戦」を平成24年
ト減少）している 11月から平成25年２月まで実施し，本庁・出
が，依然として多 先機関の職員により組織的・集中的に債務者
額となっている。 宅を訪問し，償還指導等を行い，未収債権の

解消に努めた。
商工労働水産部 中小企業支援資 １ 債権管理体制の整備
経営金融課 金貸付金の収入未 債権管理マニュアルに基づき，債権を「正

済額は18億1,134 常債権Ａ」から「回収不能債権Ｆ」までの６
万余円で，前年度 区分に分類し，これに対応した具体的な債権
より1.46％減少 管理の方針を定めて債権の管理，回収に努め
（収入歩合は1.52 ることとした。
ポイント減少）し ２ 具体的な未収債権対策
ているが，依然と 主債務者等に対する徹底した償還督促や法
して多額となって 的措置等を実施した。
いる。

農政部農業経済 農業改良資金貸 １ 未収債権の解消及び発生の未然防止対策
課 付金の収入未済額 借受者が資金導入に際して策定した経営改

は２億1,494万余 善計画が達成できるよう，県地域振興局・支
円で，前年度より 庁及び農協が連携して経営指導を行い，延滞
3.77％減少（収入 発生の未然防止に努めることとした。また，
歩合は7.35ポイン 新規延滞者には，文書督促や電話督励を行う
ト減少）している とともに，必要に応じて面談を行うなど延滞
が，依然として多 の早期解消に努めることとした。
額となっている。

地域振興局
南 地域振興局 県税の収入未済 １ 県税滞納縮減対策本部会議の開催
総務企画部 額は２億725万余 総務部長を本部長，各地域振興局及び支庁

円で，前年度より の総務企画部長等を本部員とする県税滞納縮
0.24％減少（収入 減対策本部会議を開催し，各地域振興局等に
歩合は0.10ポイン おける前年度の滞納整理実施状況に対する意
ト減少）している 見交換や本年度における滞納縮減特別対策の
が，依然として多 方針や実施方法などを決定し，県下一斉給与
額となっている。 差押え徴収強化期間の設置による給与等の集

北 地域振興局 県税の収入未済 中的な差押えなど，滞納縮減特別対策を着実
総務企画部 額は４億6,981万 に実施した。

余円で，前年度よ ２ 個人住民税徴収対策連絡会議の開催等
り4.81％減少（収 管内各市町に対し，県税収入未済額の増加
入歩合は0.57ポイ 等厳しい現状を説明するとともに，滞納縮減
ント減少）してい 対策等について協議し，徴収確保の要請を行
るが，依然として った。
多額となっている。 また，市町と共同で事業所訪問等による特

別徴収実施の協力要請を行い，個人住民税の
徴収率の向上を図ることとした。

３ 業務執行体制の強化
県税事務執行状況調査における調査日数を

増加したほか，県税徴収対策官や徴税指導対
策官を調査員に追加するなど，徴収業務に係
る専門的調査や業務改善に向けた指導助言を
充実し，業務執行体制の強化に努めた。
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４ 共同文書催告の実施
市町と連名で文書による納税催告を実施し

た。
５ 財産調査等の実施

徹底した財産調査や差押え等を行うととも
に，国税徴収法第142条の規定に基づく捜索
を実施するなど滞納処分の強化を図った。

６ 徴税吏員の資質向上
徴税吏員が行うべき財産調査，滞納処分の

手法等について，具体的かつ実効性のある滞
納整理が行えるよう情報提供を行うとともに，
研修の実施など徴収担当の徴税吏員の資質向
上に努めた。

人権同和教育課 地域改善対策高 地域改善対策高等学校等奨学資金貸付金の収
等学校等奨学資金 入未済額の解消については，これまで実施して
貸付金の収入未済 きた関係市町教育委員会を通しての納入督促や，
額は１億2,952万 滞納状況を記載した文書を県教育委員会から奨
余円で，前年度よ 学生・連帯保証人へ直接送付しての督促等をは
り6.41％増加（収 じめ，地元教育委員会等での相談会や訪問等の
入歩合は0.66ポイ 直接的な納入指導を実施し，滞納者の実態把握
ント減少）し，依 や分割納入等の指導，免除制度の周知などを行
然として多額とな っている。また，特に長期滞納者に対する，よ
っている。 り実効性のある具体策も講じるなど，未収債権

の解消及び発生の未然防止に努めている。

〔知事部局〕
指摘事項（再掲）

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

本庁
保健福祉部子ど 母子寡婦福祉資 １ 文書による関係機関への未収債権対策の周
も福祉課 金貸付金の収入未 知徹底

済額は県全体で２ 「平成24年度定期監査（前期）の結果に関
億8,333万余円と する報告における改善等の措置について」
なり，前年度より （平成24年12月３日付け子ども福祉課長通知）
3.65％減少（収入 ２ 未収債権の解消
歩合は0.03ポイン 「未収債権回収ローラー作戦」を平成24年
ト減少）している 11月から平成25年２月まで実施し，本庁・出
が，依然として多 先機関の職員により組織的・集中的に債務者
額となっている。 宅を訪問し，償還指導等を行い，未収債権の

解消に努めた。
商工労働水産部 中小企業支援資 １ 債権管理体制の整備
経営金融課 金貸付金の収入未 債権管理マニュアルに基づき，債権を「正

済額は18億1,134 常債権Ａ」から「回収不能債権Ｆ」までの６
万余円で，前年度 区分に分類し，これに対応した具体的な債権
より1.46％減少 管理の方針を定めて債権の管理，回収に努め
（収入歩合は1.52 ることとした。
ポイント減少）し ２ 具体的な未収債権対策
ているが，依然と 主債務者等に対する徹底した償還督促や法
して多額となって 的措置等を実施した。
いる。

農政部農業経済 農業改良資金貸 １ 未収債権の解消及び発生の未然防止対策
課 付金の収入未済額 借受者が資金導入に際して策定した経営改

は２億1,494万余 善計画が達成できるよう，県地域振興局・支
円で，前年度より 庁及び農協が連携して経営指導を行い，延滞
3.77％減少（収入 発生の未然防止に努めることとした。また，
歩合は7.35ポイン 新規延滞者には，文書督促や電話督励を行う
ト減少）している とともに，必要に応じて面談を行うなど延滞
が，依然として多 の早期解消に努めることとした。
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額となっている。
地域振興局
南 地域振興局 県税の収入未済 １ 県税滞納縮減対策本部会議の開催
総務企画部 額は２億725万余 総務部長を本部長，各地域振興局及び支庁

円で，前年度より の総務企画部長等を本部員とする県税滞納縮
0.24％減少（収入 減対策本部会議を開催し，各地域振興局等に
歩合は0.10ポイン おける前年度の滞納整理実施状況に対する意
ト減少）している 見交換や本年度における滞納縮減特別対策の
が，依然として多 方針や実施方法などを決定し，県下一斉給与
額となっている。 差押え徴収強化期間の設置による給与等の集

北 地域振興局 県税の収入未済 中的な差押えなど，滞納縮減特別対策を着実
総務企画部 額は４億6,981万 に実施した。

余円で，前年度よ ２ 個人住民税徴収対策連絡会議の開催等
り4.81％減少（収 管内各市町に対し，県税収入未済額の増加
入歩合は0.57ポイ 等厳しい現状を説明するとともに，滞納縮減
ント減少）してい 対策等について協議し，徴収確保の要請を行
るが，依然として った。
多額となっている。 また，市町と共同で事業所訪問等による特

別徴収実施の協力要請を行い，個人住民税の
徴収率の向上を図ることとした。

３ 業務執行体制の強化
県税事務執行状況調査における調査日数を

増加したほか，県税徴収対策官や徴税指導対
策官を調査員に追加するなど，徴収業務に係
る専門的調査や業務改善に向けた指導助言を
充実し，業務執行体制の強化に努めた。

４ 共同文書催告の実施
市町と連名で文書による納税催告を実施し

た。
５ 財産調査等の実施

徹底した財産調査や差押え等を行うととも
に，国税徴収法第142条の規定に基づく捜索
を実施するなど滞納処分の強化を図った。

６ 徴税吏員の資質向上
徴税吏員が行うべき財産調査，滞納処分の

手法等について，具体的かつ実効性のある滞
納整理が行えるよう情報提供を行うとともに，
研修の実施など徴収担当の徴税吏員の資質向
上に努めた。

文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

本庁，地域振興局・支庁以外の出先機関
総務部税務課 県税の収入未済 １ 県税滞納縮減対策本部会議の開催

額は，県全体で前 総務部長を本部長，各地域振興局及び支庁
年度より減少（収 の総務企画部長等を本部員とする県税滞納縮
入歩合は増加）し 減対策本部会議を開催し，各地域振興局等に
ているが，依然と おける前年度の滞納整理実施状況に対する意
して多額となって 見交換や本年度における滞納縮減特別対策の
いる。 方針や実施方法などを決定し，県下一斉給与

差押え徴収強化期間の設置による給与等の集
中的な差押えなど，滞納縮減特別対策を着実
に実施した。

２ 個人住民税徴収対策連絡会議の開催等
管内各市町村に対し，県税収入未済額の増

加等厳しい現状を説明するとともに，滞納縮
減対策等について協議し，徴収確保の要請を
行った。
また，市町村と共同で事業所訪問等による

特別徴収実施の協力要請を行い，個人住民税
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の徴収率の向上を図ることとした。
３ 業務執行体制の強化

県税事務執行状況調査における調査日数を
増加したほか，県税徴収対策官や徴税指導対
策官を調査員に追加するなど，徴収業務に係
る専門的調査や業務改善に向けた指導助言を
充実し，業務執行体制の強化に努めた。

４ 共同文書催告の実施
市町村と連名で文書による納税催告を実施

した。
５ 財産調査等の実施

徹底した財産調査や差押え等を行うととも
に，国税徴収法第142条の規定に基づく捜索
を実施するなど滞納処分の強化を図った。

６ 徴税吏員の資質向上
徴税吏員が行うべき財産調査，滞納処分の

手法等について，具体的かつ実効性のある滞
納整理が行えるよう情報提供を行うとともに，
研修の実施など徴収担当の徴税吏員の資質向
上に努めた。

環境林務部環境 林業・木材産業 １ 債権回収対策
林務課 改善資金貸付金の ・滞納額が最も多い借受者からの回収を進め

収入未済額は，前 るため，法人の決算状況や法人代表者の資産
年度より増加（収 調査を行うとともに，担保処分の正当性，具
入歩合は減少）し， 体的手続等について県顧問弁護士からの助言
依然として多額と ・指導を受けながら担保物件の処分を前提に
なっている。 した償還督促を行った。

・借受者である法人の代表者が死亡したケー
スについて，連帯保証人等と面談等を行い，
分割償還の確約書を徴取するなどして未収債
権の回収に努めた。

２ 新規延滞発生防止対策
貸付申請時の調査並びに貸付後における経

営状況等の情報収集及び経営指導について，
地域振興局・支庁との連携を強化して取り組
むこととした。

環境林務部環境 交通事故が複数 １ 安全運転管理者等研修の実施
保全課 あり，公用車等に 各所属の安全運転管理者及び担当職員を対

損害が発生してい 象に「安全運転管理者等研修会」を開催し，
る。 公用車の安全運転確保及び交通事故防止の徹

底を図ることとした。
２ 交通法令講習会等への参加の徹底

公用車を運転する職員の安全運転及び交通
法令講習会の受講の徹底に努めることとした。

３ 各種会議等における交通事故防止の周知徹
底
主管課長会議や会計事務職員研修など各種

会議の機会を通じ，交通事故防止の周知徹底
に努めることとした。

４ 文書による職員への交通事故防止の周知徹
底
「交通法令の遵守及び交通事故等の防止に
ついて」（平成24年12月３日付け副知事依命
通達及び「公用車等による交通事故等の防止
について」（平成25年２月28日付け管財課長
通知）

環境林務部森林 需用費の支払が １ 再発防止の対策
経営課（林業振 最長８か月遅延し 所属機関における事務処理に係るチェック
興課及び森林整 ているものがある。 体制を整えるなどの改善等を講じた。
備課の一部） ２ 職員研修及び会計検査の充実
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農政部農業開発 生産物売払いの 検討改善を求められた事項について，会計
総合センター熊 単価契約事務にお 事務職員に対する研修会や会計検査を通じて
毛支場 いて，見積書の徴 重点的に指導することとした。

取や予定価格調書 ３ 自主検査の推進
の作成等がなされ 自主検査の強化及び所属相互間の自主検査
ていないものがあ の積極的な推進を図ることとした。
る。

保健福祉部保健 看護職員等修学 １ 新規収入未済発生防止対策
医療福祉課 資金貸付金の収入 退学等に伴う新規返還者について，学校を

未済額は，前年度 通じて速やかに対応し，新たな未済の発生を
より減少（収入歩 防ぐよう努めた。
合は減少）してい ２ 債権回収対策
るが，依然として ・電話による催促を行い，催促ができなかっ
多額となっている。 た者に対しては，保証人にも請求する旨を明

記した督促状と納付書（再発行）を送付する
こととした。
・電話や文書による催促の結果，返済が困難
な場合には個々の実情に応じた返済方法を提
示することとした。
・保証人に対し，債務者本人に電話等で納入
を促すよう依頼し，債務者が納入できない場
合は保証人に対して文書で請求することとし
た。
・本人及び保証人に対して電話や文書による
催促を行っても返還に応じない者等について
は，自宅や勤務先を訪問し，返還を促すこと
とした。

保健福祉部社会 生活保護費返還 １ 未収債権の解消
福祉課 金の収入未済額は， ・「未収債権回収ローラー作戦」を平成24年

県全体で前年度よ 11月から平成25年２月まで実施し，本庁・出
り減少（収入歩合 先機関の職員により組織的・集中的に債務者
は減少）している 宅を訪問し，償還指導等を行い，未収債権の
が，依然として多 解消に努めた。
額となっている。 ・早期の納入指導を実施するとともに，借受

保健福祉部子ど 児童福祉費負担 人による償還が困難な場合等は，連帯保証人
も福祉課 金の収入未済額は， への償還指導を強化した。

県全体で前年度よ ２ 文書による関係機関への未収債権対策の周
り増加（収入歩合 知徹底
は減少）し，依然 「平成24年度定期監査（前期）の結果に関
として多額となっ する報告における改善等の措置について」
ている。 （平成24年12月３日付け子ども福祉課長通知）

３ 各種会議等における未収債権対策の強化
各種会議等で未収債権の周知を行うととも

に，未収債権発生防止に努めるよう説明を行
った。

商工労働水産部 行政代執行に係 １ 債権回収対策
商工政策課 る弁償金の収入未 ・法務局において法人登記調査を行い，法人

済額は，前年度と の存在を確認するとともに，金融機関及び生
同額であり，依然 命保険会社に対する債務者に係る財産調査を
として多額となっ 行った。
ている。 ・債務者である法人の社長と面談を行い，債

務についての確認を行うとともに，弁償金の
納入について督促を行った。

商工労働水産部 ふるさと雇用再 １ 債権回収対策
雇用労政課 生特別基金事業業 債務者に対する電話や文書等による督促を

務委託に係る過年 行ったほか，債務者の状況把握に努め，状況
度返還金の収入未 に応じ適切に対処することとした。
済額が多額となっ
ている。

商工労働水産部 沿岸漁業改善資 １ 債権回収対策



- 7 -

水産振興課 金貸付金の収入未 債権管理マニュアルに基づき，債務者本人
済額は，前年度よ 及び連帯保証人に対し文書，電話，戸別訪問
り増加（収入歩合 及び面接等による督促を行うとともに，定期
は減少）し，依然 分納の償還確約書を徴求するなどして，未収
として多額となっ 債権の回収に努めた。
ている。 ２ 未収債権発生の未然防止対策

貸付審査時の審査の厳格化及び債権保全の
ための担保徴求などにより未収債権発生の未
然防止に努めた。

商工労働水産部 漁港施設等占用 １ 調定不足等の解消
漁港漁場課 許可事務の地域振 占用料徴収事務を行う南 地域振興局にお

興局等への委譲に いて，直ちに不足額を調定し徴収を行った。
係る引継に際し， ２ 再発防止の対策
占用料の額を誤っ 占用許可及び占用料徴収事務については，
て示したことによ 担当者会等において研修及び意見交換を実施
り，地域振興局で したほか，許可件数の多い地域振興局の担当
の調定に相当額の 者に対し個別説明を行い適正な事務処理が行
不足が生じている われるよう努めた。
ものがある。
水産業使用料の １ 債権回収対策

収入未済額は，県 ・経営状況の把握と平成24年度当初に提出さ
全体で前年度より れた納入計画に沿った納入の確保のため，電
減少（収入歩合は 話督促や面談を実施した。
減少）しているが， ・破産管財人及び関係漁協と対応を協議し，
依然として多額と 関係漁協から納入がなされるなど収入未済の
なっている。 解消を図った。

土木部建築課 県営住宅使用料 １ 未収債権の解消及び発生の未然防止対策
の収入未済額は， ・現年度・過年度それぞれに「目標徴収率」
県全体で前年度よ を設定し，目標達成に努めるとともに，毎月，
り減少（収入歩合 所属別徴収実績を地域振興局等に通知するこ
は増加）している とにより，徴収状況の進行管理の徹底を図っ
が，依然として多 た。
額となっている。 ・連帯保証人に対する入居時の説明を徹底す

るとともに，３か月以上の滞納者からの納付
が見込まれないと判断される場合には，連帯
保証人に対し，債務保証の履行請求を行うこ
ととした。
・退去滞納者については，現状を把握の上，
債権分類を行い，適正な債権管理に努めると
ともに，分類に応じた督促等を行うこととし
た。

２ 文書による関係機関への通知
「平成24年度県営住宅使用料に係る収入未
済額の解消について」（平成25年３月４日付
け住宅政策室長通知）

地域振興局・支庁
鹿児島地域振興 県税の収入未済 １ 県税滞納縮減対策本部会議の開催
局総務企画部 額は前年度より減 総務部長を本部長，各地域振興局及び支庁

少（収入歩合は増 の総務企画部長等を本部員とする県税滞納縮
加）しているが， 減対策本部会議を開催し，各地域振興局等に
依然として多額と おける前年度の滞納整理実施状況に対する意
なっている。 見交換や本年度における滞納縮減特別対策の

姶良・伊佐地域 県税の収入未済 方針や実施方法などを決定し，県下一斉給与
振興局総務企画 額は，前年度より 差押え徴収強化期間の設置による給与等の集
部 減少（収入歩合は 中的な差押えなど，滞納縮減特別対策を着実

増加）しているが， に実施した。
依然として多額と ２ 個人住民税徴収対策連絡会議の開催等
なっている。 管内各市町村に対し，県税収入未済額の増

大隅地域振興局 県税の収入未済 加等厳しい現状を説明するとともに，滞納縮
総務企画部 額は，前年度より 減対策等について協議し，徴収確保の要請を
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減少（収入歩合は 行った。
増加）しているが， また，市町村と共同で事業所訪問等による
依然として多額と 特別徴収実施の協力要請を行い，個人住民税
なっている。 の徴収率の向上を図ることとした。

熊毛支庁総務企 県税の収入未済 ３ 業務執行体制の強化
画部 額は，前年度より 県税事務執行状況調査における調査日数を

増加（収入歩合は 増加したほか，県税徴収対策官や徴税指導対
減少）し，依然と 策官を調査員に追加するなど，徴収業務に係
して多額となって る専門的調査や業務改善に向けた指導助言を
いる。 充実し，業務執行体制の強化に努めた。

大島支庁総務企 県税の収入未済 ４ 共同文書催告の実施
画部 額は，前年度より 市町村と連名で文書による納税催告を実施

減少（収入歩合は した。
増加）しているが， ５ 財産調査等の実施
依然として多額と 徹底した財産調査や差押え等を行うととも
なっている。 に，国税徴収法第142条の規定に基づく捜索

を実施するなど滞納処分の強化を図った。
６ 徴税吏員の資質向上

徴税吏員が行うべき財産調査，滞納処分の
手法等について，具体的かつ実効性のある滞
納整理が行えるよう情報提供を行うとともに，
研修の実施など徴収担当の徴税吏員の資質向
上に努めた。

鹿児島地域振興 児童福祉費負担 １ 文書による関係機関への未収債権対策の周
局保健福祉環境 金の収入未済額は， 知徹底
部 前年度より増加 「平成24年度定期監査（前期）の結果に関

（収入歩合は減少） する報告における改善等の措置について」
し，依然として多 （平成24年12月３日付け子ども福祉課長通知）
額となっている。 ２ 未収債権の解消

南 地域振興局 母子寡婦福祉資 ・「未収債権回収ローラー作戦」を平成24年
保健福祉環境部 金貸付金の収入未 11月から平成25年２月まで実施し，本庁・出

済額は，前年度よ 先機関の職員により組織的・集中的に債務者
り増加（収入歩合 宅を訪問し，償還指導等を行い，未収債権の
は増加）し，依然 解消に努めた。
として多額となっ ・早期の納入指導を実施するとともに，借受
ている。 人による償還が困難な場合等は，連帯保証人

北 地域振興局 母子寡婦福祉資 への償還指導を強化した。
保健福祉環境部 金貸付金の収入未 ３ 各種会議等における未収債権対策の強化

済額は，前年度よ 各種会議等で未収債権の周知を行うととも
り減少（収入歩合 に，未収債権発生防止に努めるよう説明を行
は減少）している った。
が，依然として多
額となっている。

姶良・伊佐地域 生活保護費返還
振興局保健福祉 金及び児童福祉費
環境部 負担金の収入未済

額は，前年度より
減少（収入歩合は
減少）しているが，
依然として多額と
なっている。
また，母子寡婦

福祉資金貸付金の
収入未済額は，前
年度より増加（収
入歩合は増加）し，
依然として多額と
なっている。

大島支庁保健福 母子寡婦福祉資
祉環境部 金貸付金の収入未
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済額は，前年度よ
り減少（収入歩合
は減少）している
が，依然として多
額となっている。

鹿児島地域振興 漁港施設等占用 １ 調定不足等の解消
局農林水産部 許可事務において， ・占用料徴収事務を行う南 地域振興局にお

占用許可の手続が いて，直ちに不足額を調定し徴収を行った。
なされていないも ・占用許可の未手続きについては，現地確認
のがある。 の後，許可申請手続きを踏まえ許可を行った。

南 地域振興局 漁港施設の占用 ２ 再発防止の対策
農林水産部 料の調定事務にお 占用許可及び占用料徴収事務については，

いて，調定を誤り， 担当者会等において研修及び意見交換を実施
相当額が徴収不足 したほか，許可件数の多い地域振興局の担当
となっているもの 者に対し個別説明を行い適正な事務処理が行
がある。 われるよう努めた。

鹿児島地域振興 交通事故により， １ 安全運転管理者等研修の実施
局農林水産部 相手方車両に損害 各所属の安全運転管理者及び担当職員を対

が発生している。 象に「安全運転管理者等研修会」を開催し，
姶良・伊佐地域 交通事故により， 公用車の安全運転確保及び交通事故防止の徹
振興局保健福祉 公用車に損害が発 底を図ることとした。
環境部 生している。 ２ 交通法令講習会等への参加の徹底
熊毛支庁建設部 交通事故により， 公用車を運転する職員の安全運転及び交通

公用車等に損害が 法令講習会の受講の徹底に努めることとした。
発生している。 ３ 各種会議等における交通事故防止の周知徹

底
主管課長会議や会計事務職員研修など各種

会議の機会を通じ，交通事故防止の周知徹底
に努めることとした。

４ 文書による職員への交通事故防止の周知徹
底
「交通法令の遵守及び交通事故等の防止に
ついて」（平成24年12月３日付け副知事依命
通達及び「公用車等による交通事故等の防止
について」（平成25年２月28日付け管財課長
通知）

鹿児島地域振興 港湾使用料の収 １ 未収債権の解消及び発生の未然防止対策
局建設部 入未済額は前年度 ・納入状況を毎月確認し，納期を過ぎている

より減少（収入歩 未納者に対しては，電話や文書による督促，
合は減少）してい 職員の戸別訪問等を行った。
るが，依然として ・必要に応じて申請時に財務諸表を提出させ，
多額となっている。 経営状況の把握に努めたほか，一括納入が困

難な者に対しては，分割納入計画書を提出さ
せ，計画的に納入させたり，滞納者に対して
許可更新を停止するなどして，新たな未収債
権発生の防止に努めた。

火山砂防事業に １ 再発防止の対策
おいて，関係者と ・用地交渉において「用地補償のあらまし」
の調整を十分に行 の冊子を地権者に渡し，その場で説明を行い
わないまま用地を 補償漏れ等が発生しないよう努めるとともに，
取得したため，結 関係者に説明が終わったかどうか確認するな
果として，事業計 どチェック体制の確立を図った。
画を変更し，用地 ・砂防事業においては，担当者会議等により
の買い戻しをさせ 事例を例示するなどし，再発防止の周知徹底
ているものがある。 を図ることとした。

大隅地域振興局 生活保護法に基 １ 再発防止の対策
保健福祉環境部 づく介護扶助実施 所属機関における事務処理に係るチェック

のための要介護認 体制を整えるなどの改善等を講じた。
定審査事務に係る ２ 職員研修及び会計検査の充実
平成21年度及び平 検討改善を求められた事項について，会計
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成22年度分の委託 事務職員に対する研修会や会計検査を通じて
料を平成23年度に 重点的に指導することとした。
支払っているもの ３ 自主検査の推進
がある。 自主検査の強化及び所属相互間の自主検査

大隅地域振興局 河川海岸使用料 の積極的な推進を図ることとした。
建設部 の調定事務におい

て，平成22年度当
初に行うべき調定
を平成23年度当初
に行っているもの
がある。

大島支庁農林水 行政財産の使用
産部 許可事務において，

平成23年度分の使
用料に係る調定が
なされていないも
のがある。
産業廃棄物収集

運搬及び処分業務
の委託事務におい
て，契約書の内訳
単価の誤りや見積
依頼時に精算方法
を通知していない
など契約事務が適
正になされていな
いものがある。

大島支庁建設部 県営住宅の収入 １ 未収債権の解消及び発生の未然防止対策
未済額は前年度よ ・現年度・過年度それぞれに「目標徴収率」
り減少（収入歩合 を設定し，目標達成に努めるとともに，毎月，
は減少）している 所属別徴収実績を地域振興局等に通知するこ
が，依然として多 とにより，徴収状況の進行管理の徹底を図っ
額となっている。 た。

・連帯保証人に対する入居時の説明を徹底す
るとともに，３か月以上の滞納者からの納付
が見込まれないと判断される場合には，連帯
保証人に対し，債務保証の履行請求を行うこ
ととした。
・退去滞納者については，現状を把握の上，
債権分類を行い，適正な債権管理に努めると
ともに，分類に応じた督促等を行うこととし
た。

２ 文書による関係機関への通知
「平成24年度県営住宅使用料に係る収入未
済額の解消について」（平成25年３月４日付
け住宅政策室長通知）

〔教育委員会〕
指摘事項（再掲）
機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容
人権同和教育課 地域改善対策高等 地域改善対策高等学校等奨学資金貸付金の収

学校等奨学資金貸付 入未済額の解消については，これまで実施して
金の収入未済額は１ きた関係市町教育委員会を通しての納入督促や，
億2,952万余円で， 滞納状況を記載した文書を県教育委員会から奨
前年度より6.41％増 学生・連帯保証人へ直接送付しての督促等をは
加（収入歩合は0.66 じめ，地元教育委員会等での相談会や訪問等の
ポイント減少）し， 直接的な納入指導を実施し，滞納者の実態把握
依然として多額とな や分割納入等の指導，免除制度の周知などを行
っている。 っている。また，特に長期滞納者に対する，よ



- 11 -

り実効性のある具体策も講じるなど，未収債権
の解消及び発生の未然防止に努めている。

文書注意事項
機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容
義務教育課 報償費及び報酬の １ 事務処理の適正化の徹底

支払が最長６か月遅 「行事に伴う支出確認表」を作成し，支払
延しているものがあ を要する会議等について事前事後のチェック
る。 を行うなど，事務処理に係る職員間のチェッ

ク体制を強化し事務処理の適正化を図ること
とした。

２ 職員研修等の充実
職場研修において，会計処理の流れについ

て職員に周知するとともに，検討改善を求め
られた事項については，会計事務職員研修会
や課内での業務研修を通じて重点的に指導す
ることとした。

３ 自主検査の推進
自主検査の強化及び所属相互間の自主検査

の積極的な推進を図ることとした。

〔公安委員会〕
文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

警察本部 放置違反金の収入 １ 所在調査を徹底し，督促等の手続を行うと
未済額は，前年度よ ともに，未収債権解消月間を設定し，戸別訪
り減少（収入歩合は 問，警告文書の送付及び電話督促の取組を強
減少）しているが， 化した。
依然として多額とな ２ 警察官ＯＢ１名を臨時職員として採用し，
っている。 徴収体制を強化した。
物品事故により， 各種会議，研修等において物品の取扱い，保

カメラに損害が発生 管管理を徹底するよう指示した。
している。
公用車の物品事故 １ 各種会議，研修等において，事故事例を紹

が複数あり，公用車 介し，再発防止について指示・教養を実施す
に損害が発生してい るとともに，教養資料や通知文を発出し，交
る。 通事故の絶無を指示した。
交通事故が複数あ ２ 事故事例を題材とした小グループによる検

り，公用車等に相当 討会を開催し，公用車事故防止に関する意識
額の損害が発生して 付けを図った。
いる。 ３ 公用車の運転資格審査要綱を見直し，運転

訓練に関する規定を整備した。
４ 若手警察官等に対し，安全運転指導員によ
る実技中心の教養訓練を実施し，事故防止対
策を図った。

５ 交通事故を起こした職員を本部に招致の上，
面接指導を実施した。


